
司法アクセス・レビュー　第 23 号

1

第　　　　　　　号23司法アクセス・レビュー 第 23 号　2020 年（令和二年）1 月 10 日

特定非営利活動法人  司法アクセス推進協会
〒 100-0005
東京都千代田区丸の内 3-4-2　新日石ビルヂング 9 階　宏和法律事務所内
URL　http://www.shihouaccess.jp

News Letter

Contents
グローバルな視点から、
司法アクセスの一層の発展・改善を

安保法制違憲訴訟、原告敗訴、憲法判断回避 ―東京地裁

「一票の格差」訴訟、高裁の判断分かれる

犯罪件数は激減 ―平成期の犯罪傾向総括（令和元年度版犯罪白書）

「離婚後の単独親権は違憲」、集団提訴

民事裁判手続きの全面オンライン化へ骨子案

個人情報の「適正な利用義務」明記へ ―個人情報保護委員会

累犯障がい者・高齢者の受け皿拡大へ ―厚労省

巨大 IT 企業の独禁法違反の実態調査 ―公取委員会

民事裁判記録の廃棄停止、最高裁が全国に指示

パワハラ防止に向け指針 ―厚生省審議会―

事業内容の多彩化反映、被疑者国選事件の対象拡大で実績も増加
（平成 30 年度「法テラス白書」）
　　　　オンライン紛争解決の実施と課題 ―ブリティッシュ・
　　　　コロンビア州の民事解決トライビューナルから―

編集後記

2

3

4

5

6

6

7

7

8

9

10

11

13

16

Focus

会長　一木 剛太郎



司法アクセス・レビュー　第 23 号

2

グローバルな視点から、司法アクセスの一層の発展・改善を
　司法アクセス推進協会会長　一木　剛太郎

新 年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

皆様にとり今年も良い年でありますよう

心よりお祈りいたします。

　さて、この機会にこの場をお借りして、昨年の振り

返りと今年の抱負について述べさせていただきます。

　1．まず、特筆すべきは、昨年、いくつかの研究会・

学習会を開催したことです。①富田さとこ弁護士に

は、ご自身が参加された「2018 年台湾法律扶助国際

会議報告」を、②宮本康昭弁護士には「刑事司法制

度改革の到達点と課題＝刑事司法改革の現状と問題

点」を、③元法テラス第一事業部長の原若葉弁護士

には JICA からの派遣によるアフリカ・コートジボ

アールでのコールセンター設立の活動や SDGs につ

いて「SDGs と司法アクセスー Innovating Justice 
Forum などからー」を、さらに④坂本かよみ元法テ

ラス理事には法テラス理事としての活動を振り返っ

ての「法テラスの課題―市民の目線から」をご講演

いただき、それぞれの分野での第一人者からハイレ

ベルなお話をお伺いすることができました。今年も

引続きこのような研究・学習の機会を設けるととも

に、その内容を年 4 回発行する機関誌や充実化が進

んだホームページ等でお伝えしてまいりたいと思っ

ております。研究会・学習会終了後開催する懇親会

においては、日常活動の情報交換など有意義な機会

がもたれていることもご報告いたします。

　2．当協会会員の池永知樹先生と首都大学東京の我

妻学先生が中心となって現在突貫で進められている、

Global Access To Justice － A New Global Survey に

当協会の会員も参加・協力をしています。このプロ

ジェクトは、世界の約 100 か国の研究者・実務家が

参加し、各国のリーガル・アクセスの今日的状況を

把握・分析し、将来のグローバルな発展につなげよ

うとする大規模で野心的な調査・研究です。アジア

では、日本をはじめ約 20 か国が参加しています。今

年にはその成果がまとめられるものと期待していま

す。この成果を基に、司法アクセスの今日的状況と

将来像を議論する国内的（あるいは国際的）会議の

開催を検討したいと思っております。

　3．本年 4 月に第 14 回国際連合犯罪防止刑事司法

会議（京都コングレス）が開催されます。法テラス

や日弁連がこの機会にシンポジウムなどを企画して

おり、当会からも当日のシンポに参加する等成功に

寄与したいと考えています。

　4．現在、日弁連会長選挙を控え、各候補予定者の

支持団体から、法テラスにつき、弁護士扶助報酬値

上げ要求、償還制への批判などが発信されています。

これらをはじめ多くの要求は、かねて長い間議論さ

れてきた事柄（そして実現されてこなかった事柄）

がほとんどと見受けられますが、このような機会に

議論が再活性化し、法テラスの改革・改善が少しで

も進展することを期待しています。

　5．当協会は小規模な団体ですが、昨年、わずか

ではありますが新入会員を迎えることができました。

会員の高齢化を座視することなく、若い方がたの参

加を一層募ってまいる所存です。

　6．我が国においては、司法アクセスを調査・検討し、

またサービスを提供・実行している団体は、法テラ

ス、日弁連、各単位弁護士会や様々なボランティア

団体等ですが、当協会の多くの会員は、これらの組織・

団体で長く中心的に活動してきています。当協会は、

小規模とはいえ、会員の豊富な知識・経験を生かし、

グローバルな視点から、司法アクセスの一層の発展・

改善を目指し、更なる活動に邁進する所存ですので、

今後とも皆様のご指導・ご鞭撻・ご協力をお願いす

る次第です。
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2 019 年 11 月 7 日、約 3 年半を超える審議を

経て東京地裁（前澤達朗裁判長）は安保法

制違憲訴訟（国家賠償請求事件）において、

原告の請求を棄却する判決を示しました。注目され

ていた憲法判断については、「具体的事件の結論を出

すに当たって必要な場合にその都度の限度で行われ

るという付随的違憲審査制の下では、本件について

憲法判断をする理由がない」として判断を回避しま

した。

　この訴訟で、原告側は、憲法解釈の変更という形

で憲法規範の実質的変更を行った手続き自体を含む

新安保法制の立法行為とこの間の自衛隊の南スーダ

ンへの駆けつけ警護等が憲法の基本原理である平和

主義、立憲主義を覆し、憲法前文、9 条、96 条 1 項

に違反した「一見明白な違憲立法である」と断じ、

原告らの平和的生存権、人格権、憲法改正・制定権

が侵害され、精神的苦痛を被ったとして、国に対し

一人 10 万円の損害賠償を請求していました。

　これに対し、判決では憲法前文が定める平和的生

存権は、憲法の各規定を解釈する指針となり得るこ

とがあるとしてもそれ自体が具体的権利の賦与やそ

の保障を定めたものと解し難いとし、憲法前文を根

拠にして個々の国民に対して平和的生存権という具

体的権利が保障されているとはいえないとしました。

また、憲法 9 条は国家の統治機構ないし統治活動の

規範を定めたもので、これをもって平和的生存権の

根拠とすることはできないとし、平和の概念が抽象

的であり、平和的生存権の具体的な内容を認めがた

く、憲法 13 条によっても原告らに具体的権利ないし

法的利益が賦与されたとはいえないとしました。

　人格権については、新安保法制の立法行為はそれ

自体が原告らの生命・身体の危険をもたらす行為と

は言い難いとしたうえで、新安保法制による自衛隊

の駆けつけ警護等によっても、客観的な意味で戦争

やテロ攻撃のおそれが切迫し、原告らの生命・身体

の安全が侵害される具体的な危険が発生したと認め

がたく、平穏な生活を送るという利益が侵害されて

いるとはいえないとしました。

　憲法改正・決定権については、憲法 96 条 1 項は特

定の問題に関する憲法改正の発議の有無につき、個々

の国民に対して何らかの権利又は法的利益を保障す

る趣旨とは解し難く、原告らの主張する精神的苦痛

は、自らの信念が国会において尊重されず、強行採

決等により蹂躙されたものと解するとしても、原告

らと同様の憲法解釈を共有する国民一般において生

じ得る公憤ないし義憤とみるほかないとしました。

_ 原告は控訴

　判決後、原告弁護団は記者会見で、「今回の判決は、

戦争の現実的危険性を実感し、平和憲法を死守しよ

うとする原告と市民の声を圧殺した言語道断の判決

である。違憲性の判断を回避し、戦争政策を推進す

る安倍政権に追随した忖度判決と言われてもやむを

得ないものだ。司法の責任と誇りを捨て去ったもの

と言わざるを得ない」と強く非難し、直ちに控訴す

ることを明らかにしました。

　翌日の東京新聞社説は、「ピストルの話をしよう。

銃弾が発射され、標的の人に向かって飛んでいる。

それを超スローモーションで見たら・・・。確かに

銃弾は空中にあるので、その時点では人には何ら被

害は起きていない。しかし、危険は刻一刻と迫り、

いずれは人に命中する。」「（安保法制違憲訴訟は）全

国 22 の地裁で起こされた訴訟だ。東京の原告は実

に千五百五十人。みんなが迫りくる“ピストルの弾”

という危険におびえている。札幌地裁に続き、今回

も判決は『原告の精神的な義憤ないし公憤。法的保

護を与えられるべき利益でない』と一蹴した。だが、

この訴訟の本質は、安保法制に対する憲法判断を迫っ

たものだ。それに応答しない判決は肩透かし同然で

ある。ならば『合憲』と言えるのか。違憲なら止め

ねばならぬ。その役目は司法府が負っている。裁判

官はその自覚を持ってもらいたい」と報じています。

　安保法制違憲訴訟は、戦争ができる国、戦争をす

る国へと舵を切ったこの国の政権に対し、司法が負

うべき責任を鋭く問い続けています。

安保法制違憲訴訟、原告敗訴、憲法判断回避 ―東京地裁
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｢一票の格差」訴訟、高裁の判断分かれる

昨 年 7 月の参院選において、議員一人あた

りの当日有権者数（速報値）は最少の福井

選挙区が約 66 万人、最多の宮城選挙区が

194 万人で最大 3.00 倍の「一票の格差」があったの

は「投票価値の平等に反して違憲」として、二つの

弁護士グループが選挙無効を求めて全国の高裁に提

訴していました。

　この間、10 月 16 日の高松高裁が「違憲状態」と

の判断を示したのを皮切りに、全国各高裁の判決が

出されてきましたが、12 月 4 日、東京高裁が「合憲」

との判決を示したのを最後に、一審となる高裁の判

決が出そろいました。

　結果は、全国 16 件のうち 14 件は「合憲」、2 件は「違

憲状態」というものでした。

　

　最高裁は、2012 年 10 月に最大格差が 5.00 倍であっ

た 2010 年の参院選を、2014 年 11 月に 4.77 倍であっ

た 2013 年の参院選をそれぞれ「違憲状態」と判断し

ました。

　是正を迫られた国会は、2016 年の参院選を前に「鳥

取・島根」「徳島・高松」で初めて合区を導入するな

どした「10 増・10 減」を決め、これにより最大格差

は 3.08 倍に縮まりました。これを受けて、最高裁は

2017 年 9 月に「合憲」との判断をしましたが、これ

は、この改正公選法の付則に「2019 年参院選に向け

て抜本的見直しを引き続き検討し、必ず結論を得る」

と明記されたことを踏まえての判断でした。

　この後、今回の参院選を直前に控えた 2018 年に、

自民党は格差是正のための埼玉選挙区の定数 2 増と、

合区の導入で選挙区から出られない候補者の救済措

置として優先的に当選できる「特定枠」を設ける公

職選挙法改正案を「身を切る改正になっていない」

との野党の批判を受けながら強引に可決成立させま

した。

_ 2018 年の法改正評価に差

　今回の一連の高裁判決は、この 2018 年公選法改正

による「改革」をどう評価するかが、争点でした。

14 件の合憲判決においては、例えば東京高裁（矢木

洋裁判長）は 2018 年改選公選法が抜本的見直しに

なっているか疑問を示しつつも、「わずかではあるが、

投票価値の不均衡を縮小させた」と評価し、「大きな

格差を生じさせないような配慮が立法府で継続され

ている」として、「著しい不平等状態にあったとはい

えない」との理由を示しており、他の合憲判断も基

本的にこれと同一の認識のものとなっています。

　一方、2 件の「違憲状態」とした判断は、2018 年

改正公選法は抜本的解決とは程遠いとしています。

例えば高松高裁（神山隆一裁判長）は、判決理由で「最

大格差を 3 倍未満とする弥縫策にすぎず、格差是正

がなされないまま今回の選挙を迎えた」と国会の対

応を批判し、「都道府県を各選挙区の単位とする仕組

み」自体の見直しが必要と指摘して「3 倍という投票

価値の格差は常識的に考えても許容しがたい」とし、

2017 年衆議院選（最大格差 1.98 倍）や憲法施行（1947
年）当時の参院選（同 2.62 倍）と比べても不平等と

断じています。なお、両高裁とも選挙制度の抜本的

改正には相当の時間を要するとして、選挙無効の請

求については棄却しています。

　選挙制度をどのように定めるかは民主主義の根幹

であり、「法の下の平等」を定める憲法の精神が実現

されているかを端的に示すものです。従って、選挙

制度をどのように構築し、投票価値の平等を実現し

ていくかは国民に対する立法府の最大の責務であり、

それが党利党略などにより実現されていないときに

これを監視し、見直しを迫るのは国民と司法府の重

大な役割といえます。

　最高裁は本年にも統一判断を示しますが、2017 年

の「合憲」判決が国会による抜本的改革の遂行を条

件としたものであったにもかかわらず、定数増 2 で

3.00 から 3.08 という形だけの改革で済ませ、その後

は抜本的改革について何らの検討もしていないこの

間の国会の姿勢をどう評価するかが注目されます。

　

（主な参考資料　2019 年 10 月 16 日日本経済新聞、同 10 月 31

日東京新聞、同 12 月 4 日毎日新聞）
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犯罪件数は激減 ―平成期の犯罪傾向総括（令和元年度版犯罪白書）

法 務省は、11 月 29 日、「令和元年版 犯罪白

書の概要―平成の刑事政策―」を公表しま

した。平成の 30 年間の犯罪動向や刑事政

策の変遷をとりまとめた内容となっています。

　これによると、刑法犯の認知件数は 1996 年以降、

毎年最多を更新し、2002 年には戦後最多の 285 万件

に達しましたが、以降減少を続け、2018 年は戦後最

少の 81 万 7,338 人（前年比 10.7％減）となっています。

　殺人事件は 2003 年に 1,400 件を超え、平成で最多

でしたが、2016 年は戦後最少の 895 件に減少し、強

盗事件も 1,852 件で前年比 20.6％の大幅減となって

います。マスコミは、連日のように凶悪事件を報道し

ていますが、平成の時代を振り返ると前半の犯罪多

発社会から平成半ばをピークに犯罪減少社会へと移行

し、凶悪事件も激減していることが示されています。

　事件の種別では、最も比率の高い窃盗事件が 2013
年から大幅に減少し、2018 年は戦後最少の 58 万 2,141
件となっています。一方、児童虐待は 2003 年には 212
件でしたが、2014 年以降大きく増加し、2018 年には

1,380件となっています。配偶者間の暴力や殺人なども、

1989 年（平成元年）には 689 件でしたが、2005 年か

ら増加傾向となり、2018 年には 12 倍近くの 8,229 件

に達しています。インターネットを悪用した詐欺事件

や児童買春といった犯罪も 2000 年には 802 件でした

が、2018 年は 10 倍以上の 8,127 件となっています。

　検挙者数は平成前半は増加傾向を示していましたが、

これも平成半ばには減少に転じ 2018 年の検挙者数は 20
万 6,094 人（前年比 4.1％減）で戦後最少を更新しました。

　少年の検挙者数は、平成期はほぼ一貫して減少傾向

をたどり、10 歳以上の少年 10 万人当たりの刑法犯検

挙者数は、1989 年（平成元年）には 1,057 人でしたが、

2018 年は 4 分の 1 の 269 人に減少しています。現在、

法制審議会において少年法の適用年齢を 20 歳未満か

ら 18 歳未満に引き下げる改正が検討されていますが、

現行法は非行防止のために機能しているとして反対

する意見も出されています。1997 年に起きた神戸の

連続児童殺傷事件など平成期には少年による重大事件

が相次ぎ、故意に人を死亡させた 16 歳以上の少年は

原則検察官送致とするなどこの間少年法は厳罰化への

改正がなされてきました。成人年齢を 18 歳とする民

法改正に合わせ少年法の適用年齢を引き下げることに

ついては、現行少年法による少年院でのきめ細かい指

導や家裁調査官による教育的措置が十分に機能してお

り、適用年齢を下げれは、18 歳～ 19 歳の少年の更生

支援に大きなマイナスとなるとの意見が出されていま

す。

　検挙者に占める再犯者の比率を示す再犯者率は

48.8％（同 0.1％増）と最悪の水準になっていますが、

再犯者数自体は 2006 年の約 15 万人をピークに減少

し、2018 年は 10 万 601 人にとどまっています。し

かし、初犯者に比して減少幅が小さいため、再犯者率

は 2008 年以降 40％を超えるものとなっています。ま

た、事件時に 14 歳～ 19 歳の検挙者のうち、以前に

も犯罪を起こしたり補導経験のある少年の割合を示す

再非行少年率は、2016 年には平成で最高の 37.1％と

なり、2018 年も 35.5％とこれも高止まりしています。

　年代別では、少子高齢化を反映し近年は高齢者の

割合が増加し、2018 年は 65 歳以上が 21.7％、20 歳

未満が 11.6％となっています。

_ 刑罰は厳罰化の動き

　白書は、平成の刑事司法制度の変遷にも触れてい

ます。2001 年の司法制度改革推進法の成立、翌年の

司法制度改革推進計画に基づき、この間、①裁判の

迅速化（2003 年裁判の迅速化に関する法律）、②総

合法律支援の実施・体制の整備（2004 年総合法律支

援法。法テラスの設立）、③刑事司法制度改革（2004
年刑事訴訟法の改正。被疑者国選弁護人制度の導入）、

④裁判員制度の導入（2004 年裁判員の参加する刑事

裁判に関する法律）により、我が国の刑事司法制度

が大きく転換したことを指摘しています。

　また、刑事政策については、2004 年に犯罪被害者基

本法が成立し、2008 年には刑事裁判への被害者参加制

度が開始されるとともに、損害賠償命令制度が導入や

犯罪被害給付制度が拡充したことも紹介しています。

　一方、この間、刑罰の厳罰化の動きが進んでおり、

無期懲役受刑者の服役期間は 1989 年には仮釈放され

た 13 人中 9 人が 20 年以内でしたが、2003 年以降は

20 年以内は皆無となり、2018 年は仮釈放された 10
人全員が 30 年を超えていることも報告しています。

（主な参考資料　2019 年 11 月 29 日毎日新聞、同東京新聞）
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政 府は 12 月 9 日、関係省庁連絡会議で民事

裁判手続きの全面オンライン化を目指す

骨子案をまとめ、3 月に最終方針決めて必

要な法改正と体制整備に着手する方針です。

　政府関係者によると、骨子案では、日本語で書面

が作成されていれば、訴状の提出から口頭弁論や証

離 婚後は父母のどちらか一方にしか子ども

の親権を認めない民法の単独親権規定は、

親の養育権を侵害し、憲法の定める法の下

の平等に反し、国会が民法を改正して離婚後の共同

親権を認めないのは違法であり立法不作為であると

して、東京、長野、兵庫など 8 都道府県の男女 12 人が、

11 月 22 日、国を相手取り一人あたり 100 万円の損

害賠償訴訟を東京地裁に提訴しました。同様の訴訟

は、本年3月に東京都に住む男性が起こしていますが、

集団訴訟は初めてのものです。

　提訴後、原告らは記者会見し、「夫婦関係の終結で

ある離婚を親子関係の断絶につなげてしまう制度は

不合理だ」「親権を持つ親が拒めば子どもに会う手段

がなくなる。愛する子を見守れる制度を整えてほし

い」と訴えました。

　共同親権の導入には慎重な意見も根強くあります。

特に懸念の強いものが、離婚の原因や背景に DV や児

童虐待のあるケースです。ひとり親家庭を支援する

NPO 法人「しんぐるまざあず・ファーム」の聞き取

り調査では、子連れで別居した母親の約 9 割が「夫の

精神的な暴力があった」とし、約 4 割が離婚話に際し

て、身の危険さえ感じたと回答しています。同法人の

赤石千衣子理事長は「子どもに会いたいから共同親権

をという考えは目的と手段のはき違えであり、DV や

虐待に関する公的機関の介入が不十分な日本と海外を

同じように論じることはできない」、「離婚後の共同親

権を認めると子どもの進路や病気の治療方針を決める

際、話し合える関係にない両親が親権を持つと、子ど

人尋問、判決までの手続きをオンライン化し、裁判

の迅速化と効率化を目指すこととし、これが実現す

れば国内外のどこにいても訴訟を進めることができ、

日本の司法制度の国際競争力を高める効果があると

しています。日本の民事裁判は、解決や手続きに時

間と手間がかかるといわれており、最高裁によると

2018 年の民事裁判の審理期間は平均 9 か月で、証人

もが大変な思いをすることになる」と指摘しています。

　海外では、欧米を中心に、共同親権制度が主流と

なっています。米国では、1970 年代、監護権を得ら

れない父親の権利運動を背景に一部の州で離婚後の

共同監護が法制化され、全米へ広がりました。1989
年に国連で子どもの権利条約が採択されると、父母

双方と関わりを持ち続けることを「子どもの権利」

として尊重する風潮が広まりました。

　現在、欧州の国々の多くが共同親権を原則とし、

別居親と子の面会交流権を厳格に定めています。韓

国では共同か単独かを選択でき、どちらも面会交流

の方法などを取り決めた合意書を作らなければ離婚

が認められない制度となっています。

　関西学院大学の山口亮子教授（家族法）は「養育

権は憲法上の具体的権利としてはないが、ほかの国々

でも人権の問題として確立してきた。日本も、DV 被

害者など課題はあるが、共同親権化は自己決定権・

幸福追求権を保障する憲法の下では必然の流れ。夫

婦同姓の強制や婚外子差別と同じく、単独親権が憲

法違反だと訴えた今回の裁判の意義は大きい」と語っ

ています。

　法務省は、ここに来て離婚後の養育の在り方など

についての研究会を発足させ、検討を開始しており

本裁判と併せて今後の動きが注目されます。

（主な参考資料　2019 年 11 月 22 日毎日新聞、同 12 月 1 日東

京新聞）

民事裁判手続きの全面オンライン化へ骨子案

「離婚後の単独親権は違憲」、集団提訴
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調べがあれば 21.5 か月に延びるということです。現

在では訴状などの書類は裁判所に持参、郵送やファク

スで送らなければならず、審理も当事者が裁判所に出

廷する必要があります。このため外国企業は日本での

訴訟に消極的で、オンライン化が実現したアメリカな

どで訴訟が行われることが多いということです。

　裁判手続きの IT 化については 2018 年 3 月「裁判

手続き等の IT 化検討会」が IT 化にむけ 取りまとめ

を行い、「3 つの e」－オンラインでの書面の提出、

オンラインの法廷、オンラインによる事件管理－に

向けた取組みを急ぐこととし、現行法の下でのウェ

ブ会議・テレビ会議等の運用、新法に基づく弁論・

争点整理等の運用、オンラインでの申立て等の運用

を順次実現していくべきものとしており、これを受

けて 18 年 6 月 15 日に政府は「司法府の判断を尊重

しつつ、民事訴訟に関する裁判手続等の全面 IT 化を

目指す」としていました。今回の「骨子」はこうした

流れの中でのものです。海外取引支援を前面に出した

民事裁判の全面オンライン化の提言には唐突感があり

ますが、実施までの時間的なスケジュールとしては 5
年程度が想定されているようで、「裁判手続き等の IT
化検討会」がまとめた構想の一環とみられます。

（主な参考資料　2019 年 12 月 10 日朝日新聞、同読売新聞）

個 人情報保護委員会は 12 月 13 日、個人情

報保護法の改正大綱案を発表しました。大

綱案では、個人情報の適正な利用義務、個

人が望まないデータの利用停止権などが盛り込まれ、

改正案は 20 年の通常国会に提出を目指しています。

　個人情報保護法は、取扱事業者に利用目的の特定、

利用目的による制限、取得に際しての利用目的の通

知などの義務を課していますが、18 年 12 月から 4
か月にわたり、官報に掲載された自己破産者らの氏

名や住所を地図上に落とした無料のウェブサイト「破

産者マップ」が公開されていました。また 19 年 8 月

には、就職情報サイト「リクナビ」が、ウェブの閲

覧情報を記録した「Cookie（クッキー）」をもとに就

活生の内定辞退率を分析し、企業に販売していた問題

が発覚しました。今回の改正では、「個人情報の適正

厚 労省は、障がいがあったり、高齢であっ

たりして自立が困難であるにもかかわら

ず福祉の網から漏れ、適切な支援を得ら

れずに生活苦などから犯罪を繰り返してしまう「累

犯障がい者・高齢者」に対し、来年度から支援を強

個人情報の「適正な利用義務」明記へ ―個人情報保護委員会

累犯障がい者・高齢者の受け皿拡大へ ―厚労省

な利用義務」に関する新たな規定が設けられ、差別を

助長するようなデータベースや、違法行為が懸念され

る組織に名簿が渡されることなどへの対策が見込まれ

ています。また単体では個人が特定できなくてもクッ

キー情報を基に企業が個人と結び付けて使えば個人が

特定できる情報は個人情報と同様に取り扱う必要があ

るとし、本人の同意を得ることを義務づけることにし

ています。さらに個人が望まないデータ利用の停止を

企業に請求できる「利用停止権」を規定することにし

ました。

　大綱はまた、企業で一定以上のデータの漏洩があっ

た場合には、個人情報保護委員会への報告を義務付

けることとしています。ただ、違反行為への課徴金

制度は今後検討することとされています。

（主な参考資料　2019 年 12 月 14 日朝日新聞）

化する方針を決めました。

　厚労省と法務省は 2009 年度から、累犯精神障がい

者・高齢者が社会で安心して暮らせるよう福祉と司

法が連携して支援する「地域生活定着支援センター」

の設置を開始し、現在は 47 都道府県に各 1 か所（北
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海道は 2 か所）設置され、刑務所からの出所者を福

祉サービスにつなぐ活動を展開してきました。

　しかしながら、障がい者や高齢者の中には、周囲の

理解不足などで必要な福祉サービスを得られず、居場

所がなく、孤立する人が依然として数多く見受けられ

ます。障がい者や高齢者は生活苦などから罪を犯しが

ちであり、いったん犯罪をおこすと、家族や周囲の関

係が崩壊し、更に孤独や生活苦が深まり、罪を繰り返

すおそれがあります。障がい者・高齢者はこうした「負

の連鎖」に陥りがちだと指摘されています。

　地域生活定着支援センターは社会福祉法人などが運

営を受託し、刑務所を出所しても帰るところのない知

的障がい者、精神障がい者や高齢者を更生保護施設、

福祉施設などとネットワークを組み、生活の再建や再

犯防止につなげる役割を果たしています。近年では、

逮捕や起訴の段階で支援に入り、刑務所でなく福祉施

設などで更生を図る取組みも行っています。

　しかし、成育歴や家族関係、社会生活を営む能力

に欠けていることが多い累犯障がい者・高齢者の支

援には専門的な知識や能力が必要である一方、受入

れに難色を示す施設が多く、受け皿となる福祉施設

は少ないうえに、高齢化社会の進行で支援対象者が

累増しているため、支援センターの対応能力は限界

に近づいています。

　そこで、厚労省は、支援センターと地元の福祉協

議会や保護観察所などによる連絡協議会を来年度か

ら全国に設け、受入れ実績のある施設のノウハウを

各地で共有し、受け皿の拡大を図るべく、関係予算

を概算要求することを決定したものです。

　なお、この他に、センター職員の専門性を向上さ

せるため、体系的な研修カリキュラムもつくり、全

国的な研修を実施する方針を打ち出しています。

（主な参考資料　2019 年 11 月 18 日日本経済新聞）

公 正取 引 委 員 会 は 11 月 31 日、 グ ー グ

ル、アマゾン・ドット・コムなどの巨

大 IT 企業と、その取引先に対する実態

調査の報告書を公表しました。フェイスブック、

アップルを合わせたアメリカの巨大 IT 企業 4 社は

「GAFA」とも呼ばれ、インターネット上の通販サ

イトやアプリ販売サイトを提供して世界中から利

用者を集め、巨大なプラットフォーム（サービス

基盤）を構築しています。報告書はこうした IT 企

業が大量のデータを集めて活用することで消費者

に便利なサービスを提供する一方、特定企業に利

用が集中しやすく、市場の独占につながりやすい

と指摘しています。

　報告書は、巨大 IT 企業の活動で、①取引先に不

利益を与える行為、②競業事業者を排除する行為、

③取引先の事業活動を制限する行為の 3 分野を独

禁法違反の問題になる行為としています。

巨大 IT 企業の独禁法違反の実態調査 ―公取委員会

_ 地位を利用したサービスの義務化、
販売・顧客情報の悪用、

検索手順の恣意的操作など

　「取引先に不利益を与える行為」としては、IT 企業

（事業運営者）が規約を変更し、取引企業（利用事業者）

が支払う手数料を引き上げたり、新しいサービスの

利用を義務化してその利用手数料を設定することや、

消費者から購入した商品の返品・返金の要請を受け

た場合に損失の負担を取引先企業に求めることが挙

げられています。19 年 4 月には、アマゾンジャパン

が商品にポイントを付与するために出品者に原資を

負担させる方針を示し、公取委から調査を受けて撤

回した事例があります。

　「競業事業者を排除する行為」としては、アプリ

販売サイトによる自社の販売サイト以外でのダウン

ロード制限や、IT 企業として得た取引企業の販売情

報、顧客情報などのデータを、自社の販売活動を有

利にする行うために利用することがあります。政府

関係者によると、ヤフーや LINE が開発したゲーム

アプリについて、アップルが自社の販売サイト「アッ
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民 事裁判記録のうち、歴史資料として価値

の高い記録を永久保存するための規定が

ほとんど活用されず、東京地裁において

も憲法 25 条が定める生存権の解釈が争われた「朝日

訴訟」、法廷で傍聴人がメモを取る権利が認められる

きっかけとなった「レペタ訴訟」、海外在住の日本人

の選挙権を制限した公職選挙法などの重要事件の記

録が廃棄される一方、保存期限が過ぎた後も「廃棄

未了」で残されている記録が多数あることが以前か

ら指摘されていました。

　この問題を重視した最高裁は、11 月 18 日、あら

ゆる民事裁判の記録の廃棄を一時停止するよう全国

の高・地・家裁に指示を出しました。近いうちに、

どのような範囲の記録を重要資料として保存するか、

民事裁判記録の廃棄停止、最高裁が全国に指示

指針となる「運用例」を出すとのことで、それまで

の暫定措置としています。

　最高裁の規定では、民事裁判の記録を原則 5 年と

する一方、重要な裁判記録は「特別保存」として事

実上永久保存するよう義務づけていますが、識者や

弁護士会からの指摘を受けた最高裁が調査した結果、

「運用上の問題があった」ことが確認され、今回の措

置につながったものです。なお、憲法裁判の記録を

巡る調査では「憲法法例百選第 6 版Ⅰ、Ⅱ」（有斐閣）

掲載事例のうち、検察庁が保存する刑事事件を除く

137 件中 118 件（86％）が廃棄、保存 18 件、不明 1
件とのことです。

　前述の朝日訴訟などは、いずれも国民の権利に深

くかかわる裁判です。廃棄されたことにより歴史的

プルストア」で展開するよう迫ったケースがあった

といわれます。

　「取引先の事業活動を制限する行為」としては、IT
企業が手数料や表示の方法を不公正に扱ったり、検

索アルゴリズム（計算手順）を恣意的に操作するな

どして、自社の商品を上位に表示し、競合する事業

者と消費者の間の取引を不当に妨害することが挙げ

られています。また IT 企業が取引先に対し、他の販

売方法と同等以上の取扱いを義務付けることも、取

引先間やデジタル・プラットフォーム間の競争を阻

害し、競争による利益を消費者が享受できなくなる

としています。

　報告書はまた、デジタル・プラットフォームを巡る

競争環境の整備のためには独禁法の執行だけでなく業

法による適切な規制、データの移転・開放を実現する

仕組みの導入、個人情報の適切な保護など様々な観点

から検討、対応していく必要があるとしています。

_ 個人データの保護などにも指針
―「デジタル市場競争本部」

　一方、政府が巨大 IT 企業の規制に向け 19 年 9 月

に設置した「デジタル市場競争本部」では、公取委

員会の独禁法関連のほか、個人情報の保護など 5 つ

の検討項目を示しています。公取委員会は 8 月、強

い立場を利用して相手に不利益な取引を強いる「優

越的地位の乱用」を企業間だけでなく、新たに巨大

IT 企業と消費者との間にも適用できるよう明確化し

ました。政府はまた、巨大企業が将来性はあるが売

上高の小さい新興企業を「青田買い」し、競争相手

を減らして市場を独占する行為を食い止めるため、

企業の合併・買収（M&S）審査の方針も改定するこ

とにしています。検討項目にはこのほか、利用者が

個人データの利用停止を求めた場合に応じることを

義務づける個人情報保護法改正案の制度設計、デジ

タル広告市場を対象とした実体調査なども含まれて

います。

　巨大 IT 企業のサービスを通じてフェイク・ニュー

スが拡散することも問題になっており、総務省の有

識者会議が対策を取りまとめることにしています。

（主な参考資料　2019 年 12 月 1 日読売新聞）

独禁法上問題となりうる行為

取引先に不利益

手数料の引き上げや、新サービス
義務化など一方的に条件を変更

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
、

ア
プ
リ
販
売
で
の
例

消費者の悪質な要求にも無条件で
返品や返金を強制

競合事業者の排除

取引先のデータを利用して後追い
で自社商品を販売

検察結果や手数料などで自社製品
を他社より優遇

取引先の事業を制限
他のサイトに出品した価格と同じ
か割安な条件を要求

（2019 年 12 月 1 日読売新聞記事より転載）
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職 場での労働者に対する不当な言動が大き

な問題となっており、2019 年 5 月に「労

働施策総合推進法」（パワハラ防止法）が

改正されましたが、どのような行為が「パワハラ」

に当たるかについて、厚生省の指針案が 12 月 23 日、

労使代表らで構成される労働政策審議会の分科会で

了承されました。

　パワハラ防止法は、パワハラを① 優越的な関係を

背景にした言動で、②業務上必要な範囲を超え、③ 
労働者の就業環境が害されること、と定義していま

すが、具体的にどんな行為がこれに当たるは指針で

定めることになっています。指針案では、厚生省が

定めた「パワハラ 6 類型」に沿って、「身体的な攻撃」

「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な

要求」「過少な要求」「個の侵害」それぞれについて、

パワハラに当たる例と当たらない例を示しています。

　素案の段階では「経営上の理由により、一時的に

能力に見合わない簡易な業務につかせる」ことはパ

ワハラに当たらないとされていましたが、「退職を促

す『追い出し部屋を許容している』とする労働者側

からの批判を受けて削除されました。また性的マイ

パワハラ防止に向け指針 ―厚生省審議会―

な検証作業がほぼ不可能になったことは極めて深刻

な問題です。廃棄されたのは、判決文以外の裁判記

録であり、訴状のほか、原告・被告双方の主張や法

廷のやりとりを記した書面など多岐にわたっていま

す。識者からは、裁判所にはこうした記録に高い資

料価値があり、国民全体の貴重な財産であるという

認識自体が欠けていたのではという指摘もなされて

います。

　従前の規定では、どの記録を特別保存するかは、

各裁判所の判断に委ねられ、結果として記録の価値

の判断が的確になされずに、廃棄していた例が多かっ

たものです。

　欧米では裁判記録の保存の判断にあたり、歴史や

文化に詳しい専門家がかかわるシステムがあります。

今後、これらも参考に保存の仕組みが検討される必

要があるといえます。

　なお、刑事裁判記録の保存についても課題は多く

あります。

　判決確定後の刑事事件記録は、一定期間、検察庁

に保管した後、原則廃棄されています。現在、著名

事件など約 700 件が「刑事参考記録」として永久保

存されていますが、記録の閲覧・利用には厳しい制

限が付されています。元被告や被害者のプライバシー

保護の観点から、公開には配慮が必要ですが、刑事

参考記録として残しているものの、事件名さえ公開

しないのは理解に苦しむとの指摘もあります。

　2018 年に、上川法務大臣はオウム真理教による一

連の事件の刑事裁判や死刑執行に関する記録を永久

保存し、後世の犯罪研究に資する方針を明らかにし

ています。

　将来を見据え、貴重な資料を適切に保存し、同時に、

個々の事情に配慮しつつ、適切な時期に公表するこ

とが必要といえます。

　

（主な参考資料　2019 年 2 月 5 日朝日新聞、同 11 月 4 日読売

新聞、同 11 月 28 日東京新聞）

ノリティーなどの指向・性自認や、不妊治療などの

個人情報を本人の了解を得ずに周囲に伝えることも

パワハラに当たるとされました。

_ 解釈により、「企業の弁解カタログ」にも

　ただ、示された例ではパワハラに当たるかどうかが

明確ではなく、使用者側の解釈次第でパワハラが許容

されていくリスクもあります。意に沿わない労働者を

仕事から外し、長期間にわたり別室に隔離することは

パワハラに当たり、懲戒規定に基づいて処分を受けた

労働者や新人に対し、別室で研修を行うことはパワハ

ラにあたらないとされますが、それらの境界は必ずし

も明確ではなく、指針では「個別の事案の状況によっ

て判断が異なる場合もある」としています。

　厚生省によると、2018 年度に全国の労働局に寄せ

られた相談のうち、「いじめ・いやがらせ」は過去最

多の 82,797 件で、10 年前の 2.5 倍以上となっていま

す。また「いじめ・嫌がらせ・暴行」による労災認

定も増加傾向にあり、厚生省は、うつ病などの精神

疾患があったとして労災認定する際の理由となる基

準に「パワハラ」を加えることにしています。「パワ
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日本司法支援センター（法テラス）は 11 月、

「法テラス白書」の平成 30 年度版を公表し

ました。平成 30 年度（2018 年度）には、

6 月から被疑者国選弁護の援助対象が勾留事件の全件

に拡大され、その影響で実績もかなりの伸びを見せ

ています。6 月末から 7 月はじめにかけては「西日本

豪雨」と呼ばれた豪雨の被害者が続出し、法テラス

では総合法律支援法の特別措置に基づく「被災者法

律相談援助」を実施するなど、活動の多面化が目立っ

てきました。「法テラス白書」では特集に「いざ『司

法アクセス』の最前線へ～スタッフ弁護士の現在（い

ま）」と題する特集を組み、司法ソーシャルワークな

ど、法テラスのサービスの現場で活躍してきたスタッ

フ弁護士の活動を伝えています。「白書」は法テラス

のホームぺージに掲出されています。 

_ 多重債務事件の割合再び高くなる 
（民事法律扶助）

　各事業の実績は、全体としては前年度比でやや増

加していますが、被疑者国選事件は 78,780 件と、前

年度比で 23.4% の増加を示しています。

　情報提供業務では、サポートダイヤルへの問合わ

事業内容の多彩化反映、被疑者国選事件の対象拡大で実績も増加
（平成 30 年度「法テラス白書」）

せ受理件数が発足以来 400 万件に達し、メールによ

る問合わせも初めて 4 万件を超えました。これを含

む 30 年度の実績では地方事務所の問合わせ受理との

合計で 568,978 件と、前年度と比べ 6.3% の増加とな

りました。 
　民事法律扶助の実績は、法律相談援助、代理援助

とも前年度よりは伸びていますが、全体に占める内

容では、自己破産を含む多重債務事件の割合が相談

援助では 38.1%、代理援助では 53.2% となり、特に

代理援助では 2 年続けて 50% を超えています。ま

た書類作成援助は 3,552 件となって、前年度比では

17.7% の減となりました。

　国選弁護関連業務では、被疑者国選を除いては被

告人国選、国選付添とも実績の変化は見られません。 

_ 常勤弁護士の配置数の減少続く

　常勤弁護士（スタッフ弁護士）は、「白書」の特集

にも取り上げられるなど、法テラスの活動の基幹的

な役割をもっていますが、その配置人員は平成 26 年

度の 252 人をピークに減少が続き、30 年度では 198
人になっています。法テラスでは常勤弁護士の確保

のために様々な努力を続けていますが、魅力のある

ハラ」の項目を独立させることで、労働者側の意識

が高まり、救済につながりやすくなるとともに、パ

ワハラによる労災を明確にし、企業側に対策を促す

狙いもあるとされます。

　ただ、企業が防ぐように求められているのは「業務

を遂行する場所」で起きたパワハラですが、パワハラ

の実態に詳しい新村響子弁護士によると、居酒屋で上

司が部下を激しく叱ったり、けがをさせることもあり、

こうした例が漏れるおそれがあるということです。

　パワハラに関する訴訟に取組む日本労働弁護団は

「使い方次第では企業の『弁解マニュアル』になりか

ねない。恣意的な運用には注意が必要だ」と指摘し

ています。

　パワハラ防止法は大企業には 2020 年 6 月から、中

小企業には 22 年 4 月から適用される見込みです。

（主な参考資料　2019 年 11 月 21 日読売新聞、同 12 月 24 日

朝日新聞）

指針で示された「パワハラ」の判断事例

パワハラにあたる パワハラにならない

相手にものをなげつける 誤ってぶつかる

必要以上に長時間、繰り返
し叱る

遅刻など社会的ルールを欠
いた言動がみられ、再三注
意しても改善されない労働
者に一定程度強く注意する

他の労働者の前で大声で 
威圧的な叱責を繰り返す

意に沿わない労働者を仕事
から外し、長期間にわたり
別室に隔離する

懲戒規定に基づいて処分を
受けた労働者や新人に対し、
別室で研修を行う

新人に必要な教育をしない
まま到底対応できないレベ
ルの目標を課し、達成でき
ないと厳しく叱る

育成のために少し高いレベ
ルの業務を任せる

繁 忙 期 に、 業 務 上 の 必 要 
から通常よりも多い業務を
任せる

管理職を退職させるため、
誰でもできる業務をさせる

労 働 者 の 能 力 に 応 じ て、 
一定程度業務内容や業務量
を軽減する

性 的 指 向 や 病 歴 な ど を、 
本人の了解を得ず暴露する

性的指向を本人の了解を得
て人事労務部門に伝え、配
慮を促す

（読売新聞 2019 年 11 月 21 日記事より転載）
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仕事としていくための掘り下げた検討が求められて

いるようです。 

_ 多彩な活動展開

　犯罪被害者支援業務は、「支援ダイヤル」と地方事

務所での問合わせ受付をしています。その内容とし

てはどちらも DV 相談が最も多くなっていますが、

その割合は支援ダイヤルが 16.8%、地方事務所が

28.9% と、かなりの違いをみせています。法律相談

援助としては、DV は 82.7% に上り、相談援助の大

半を占めています。

　東日本大震災の後に設置された、7 つの被災地出張

所では弁護士、・司法書士とともに、税理士、土地家

屋調査士、建築士、行政書士、社会保険労務士、社

会福祉士などが参加する「よろず相談」が実施され

ていますが、相談内容では家族、住まい・不動産が

多くなっています。この相談は特に東松島、二本松

で 30 年度かなりの増加をみせています。

　また平成 30 年 7 月から開始された被災者法律相談

では、広島、岡山、愛媛を中心に、1 年間で 18,582
件の相談がなされました。9 月に発生した北海道胆振

東部地震でも 117 件の情報提供がなされています。

_ 高齢者・障がい者援助申入れは 
地域包括支援センターが最多

　法改正により、平成 30 年 1 月からから開始された

認知機能が十分でない高齢者・障がい者に対する「特

定援助対象者」援助は、法律相談に資力要件を求め

ないものですが、この援助は本人ではなく、福祉機

関などからの申入れに基づき提供されます。実績は

31 年 3 月までに 625 件となり、援助申入れのあった

援助機関としては、地域包括支援センター（36.0%）、

地方公共団体（19.8%）、介護保険上のサービス業者

（15.2%）などとなっています。

　同じく法改正により 30 年 1 月に開始された、DV 等 
被害者法律相談は 31 年 3 月までに 950 件となり、そ

の内訳は DV が 786 件（82.7%）、ストーカーが 135 件

（14.2%）、児童虐待が 29 件（3.1%）となっています。

日本司法支援センター、主な業務の概況（平成 26 ～ 30 年度 ）

業　務 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度
情報提供業務
サポートダイヤルへの問合わせ件数・電話 307,756 件 295,600 件 322,595 件 305,130 件 322,150 件
サポートダイヤルへの問合わせ件数・メール 22,982 件 22,920 件 27,004 件 34,214 件 40,559 件
サポートダイヤル問合わせ件数・合計 330,738 件 318,520 件 349,599 件 339,344 件 362,709 件
地方事務所問い合わせ件数 198,692 件 202,987 件 204,837 件 196,135 件 206,269 件
民事法律扶助業務（※ 1）
法律相談援助件数 282,369 件 286,602 件 298,220 件 302,410 件 314,614 件
代理援助件数 103,214 件 107,358 件 108,583 件 114,770 件 115,830 件
書類作成援助件数 3,982 件 3,993 件 3,877 件 4,278 件 3,522 件
契約弁護士数 20,178 人 21,033 人 21,885 人 22,346 人 23,371 人
契約司法書士数 6,897 人 7,128 人 7,193 人 7,294 人 7,440 人
国選弁護等関連業務
被疑者国選事件受理件数 70,939 件 70,393 件 66,579 件 63,839 件 78,780 件
被告人国選事件受理件数 59,816 件 59,504 件 56,388 件 53,655 件 53,862 件
国選付添事件受理件数 2,955 件 3,698 件 3,427 件 3,417 件 3,489 件
国選弁護人契約弁護士数 25,218 人 26,370 人 27,667 人 28,585 人 29,297 人
国選付添人契約弁護士数 12,512 人 13,409 人 14,272 人 14,867 人 15,177 人
司法過疎地と常勤弁護士に関する業務
常勤弁護士の配置数 252 人 250 人 232 人 215 人 198 人
司法過疎地域事務所の設置数 34 件 35 件 35 件 35 件 35 件
犯罪被害者支援業務
犯罪被害者支援ダイヤル受理件数 13,137 件 13,056 件 12,014 件 13,461 件 15,145 件
地方事務所受付件数 12,695 件 13,380 件 13,825 件 12,717 件 14,035 件
精通弁護士紹介件数 1,491 件 1,603 件 1,677 件 1,705 件 1,795 件
被害者参加旅費等請求件数（※ 2） 2,578 件 2,594 件 2,912 件 2,685 件 3,111 件
国選被害者参加弁護士選定請求件数 451 件 521 件 511 件 561 件 635 件
被害者参加弁護士契約件数 4,122 人 4,449 人 4,709 人 5,038 人 5,250 人
震災法律援助業務（※ 1）
法律相談援助件数 51,542 件 54,575 件 52,995 件 53,433 件 54,765 件
代理援助件数 1,802 件 2,126 件 471 件 219 件 216 件
書類作成援助件数 9 件 43 件 31 件 29 件 0 件
震災法律援助契約弁護士数 3,173 人 3,043 人 3,134 人 3,197 人 3,231 人
震災法律援助契約司法書士数 1,168 人 1,192 人 1205 人 1,224 人 1,219 人
受託業務
日本弁護士連合会委託援助業務申込み件数（全援助合計） 24,096 件 22,316 件 22,444 件 22,206 件 15,158 件
中国・サハリン残留日本人国籍取得支援委託業務援助申込件数 0 件 0 件 0 件 1 件 0 件

（※１）平成 28 年度以前は、契約弁護士数は「受任予定者弁護士数」であり、契約司法書士数は、「受託予定契約司法書士数」である。（平成 30 年
版法テラス白書 13 ページより）
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　法的サービス分野の IT 化の進展とともに、オン

ラインでの紛争解決の試みが世界各地で進んでいま

す。ケンブリッジ大学法学部内のケンブリッジ・プ

ロボノ・プロジェクト（The Cambridge Pro Bono 
Project, CPBP）は、インターナショナル・リーガ

ルエイド・グループの求めに応じて英米法系の 4 か

国、6 地域のオンライン紛争解決に関する比較調

査を実施し、2019 年 2 月にその結果をまとめまし

た。この調査は 2018 年 12 月から 19 年 2 月までに

アンケートなどにより実施され、‘A Comparative 
Analysis of Online Dispute Resolution’としてま

とめられました。調査対象のうち、オンラインの

紛争解決を実施しているのはカナダのブリティッ

シュ・コロンビア州（BC 州）、オーストラリアの

ニュー・サウスウェルズ州、及びアメリカのミシガ

ン州であり、イングランド・ウェイルズ、オース

トラリアのビクトリア州、アメリカのユタ州では

オンラインの紛争解決はまだパイロットの段階で

す。ニュー・サウスウェルズでは登録により裁判所

の一定の事件においてオンラインで提出できる書式

が用意され、正式事実審理（trial）前の手続きは

オンラインによりなされています。またミシガン州

では交通違反や運転免許の停止の審査などがオンラ

イン・システムにより実施されるなど興味深いもの

がありますが、ブリティッシュ・コロンビア州で実

施されている「民事解決トライビューナル（Civil 
Resolution Tribunal、CRT）」では、当事者間の合

意を促進しながら、最終的には審判での決着を用意

する柔軟な運用がなされており、本人による請求を

容易にするとともに、遠隔地に居住する人にも平等

なアクセス保障を目指しています。そこでこの民事

解決トライビューナルの手続きを概観してみたいと

思います。

和解による解決推進する

　カナダは広大な地域に人口が拡散しており、遠隔

地の人々が司法制度を利用するうえでは旅行など大

きな困難があります。そこで他の州でも e- ファイ

リングなどのオンラインサービスが実施されていま

す。ブリティッシュ・コロンビア州では、司法教育

協会（Justice Education Society, JES）による Ask 
JES や MyLawBC などによる法的問題の予防や解決

のための情報提供が進んでいますが、これらのサー

ビスとともに民事解決トライビューナルが実施され、

5,000 カナダ・ドル（以下「ドル」と表示）までの

少額事件と階層住宅事件（strata matter、コンドミ

ニアムの事件）が対象となっています。その管轄は

拡大が図られ、2019 年 4 月からは 50,000 ドルまで

の自動車事故の公的保険の請求がその対象となって

います。 CRT は 2012 年に法律が作られ、2015 年

の法改正ではコンドミニアムの事件とほとんどの少

額事件で、トライビューナルの利用が義務化されて

います。

　現在、少額事件のトライビューナルの対象は 5,000
ドルまでですが、これは州裁判所少額部の管轄であ

る35,000ドルまでに対して小さなものになっており、

CRT の議長はこれを 25,000 ドルにまで引上げる意

向を示しています。また CRT では、特に定めのない

限り政府が当事者となることはありません。  

トライビューナルは裁判所ではなく、行政手続き

　CRT は、その管轄において、アクセスが容易で迅

速、経済的、非公式かつ柔軟性に富む紛争解決を目

的とし、これを促進するために電子的コミュニケー

ションツールの活用をはかるものとしており、当事

者間の合意による紛争解決を推奨するとともに、合

意による解決ができなかった場合に、トライビュー

ナルの審判を行うものです。BC 州の司法省は 2011
年から司法における ODR の開発を始めていました

が、当時は非営利組織である消費者団体（Consumer 
Protection BC）が消費者と業者間の紛争解決に

ODR を導入するなど、民間での ODR が進められて

おり、こうした解決をより広げるものとして、2012
年に CRT 法が制定されました。CRT の実施までに

は法改正など曲折があり、実際に運用されはじめた

のは 2016 年でした。

オンライン紛争解決の実施と課題
―ブリティッシュ・コロンビア州の民事解決トライビューナルから―

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大石 哲夫
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　CRT の事件管理システムは Salesforce という民間

用のプラットフォームを改良し、インテイクとコミュ

ニケーションのポータルである‘解決エクスプロー

ラー（Solution Explorer）’として開発したものです。 
　CRT は司法手続きではなく、行政的な手続き

とされ、トライビューナルで審判を行う審判官

（adjudicator）は政府が任命し、任期は 5 年（再任は

可）で、法曹資格は求められませんが、現在は 1 人

を除き弁護士となっています。トライビューナルの

手続きは少額裁判所とは異なり、その審判は執行の

ために裁判所に登録することができます。

　CRT の審判に対して少額事件の当事者の一方は理

由を示すことなく一定の費用（現在は 200 ドル）を

支払って、‘異議の通告（Notice of Objection）’がで

き、それがなされると審判は無効となります。階層

住宅事件については 2019 年の 1 月から、審判に対し

て司法審査だけが認められることとなりました。 

CRT の進行過程 

（1） ‘解決エクスプローラー（Solution Explorer）’ へ

のアクセス

　CRT による紛争解決を希望する人は、まず‘解決

エクスプローラー’にアクセスしなければなりませ

ん。利用者ははじめにその紛争が少額紛争か、階層

住宅に関するものか、少額紛争の場合にはどのよう

な事件かを聞かれます。商品・サービスの売買、ロー

ン・債務、建築・修理、雇用、保険の紛争、交通事

故による負傷などの人身被害、資産などです。それ

ぞれについて、利用者が正しい選択をするための説

明がついています。

　利用者が選択すると、それぞれの事件の期限や関

係する専門用語が説明され、保険の適用ができる場

合には保険会社とのコンタクトなどが勧められます。

またこの段階で利用者は手続きと、解決エクスプロー

ラーが正式に開始するための期限と条件を説明され、

同意するとアクセス・コードが自動的に作られます。

　次にシステムは基礎的情報のための短いファクトシー

トの書式を提示し、利用者はこれを埋めていきます。

　これが済むと次に、契約の相手方など、紛争に関す

るより詳しい情報を求められファクトシートが提示

されます。また利用者が用意すべき資料のリストが

示されます。この段階でファクトシートは利用者がと

るべき行動、相手方への事情説明、契約変更の合意、

保険会社への請求、弁護士など専門家の助言を受ける

ことなどに関する情報を利用者に提供します。

　次のスクリーンでは、利用者がどのような解決方法

を求めているのかを尋ね、契約の相手方とのコンタク

トによる解決を希望する場合には、要求書の書式が提

示されます。利用者はこれを完成し、e メールなどで

利用することができます。

　利用者が‘CRT により請求する’を選んだ場合には、

その請求金額が求められます。解決エクスプローラー

の手続きの最後には、システムは利用者の入力を確

認し、その要求が CRT により取扱われることができ

るものかどうか、利用者が抱える‘紛争’はいくつ

かが点検されます。

（2）CRT の申込

　解決エクスプローラーの完成により、利用者は

CRT による解決プロセスに進み、まず申込者の個

人情報とコンタクトの方法が聞かれます。障がい者

などについてはこれに応じた措置がとられます。次

に相手方に関する情報が聞かれ、相手方がビジネス

である場合には企業か、自営業者か、などが聞かれ

ます。

　次の段階では、利用者がどのような解決を求める

のか―金銭の支払いか、差止めか、その双方か―な

どが聞かれます。その後に全体としての請求の内容

とその根拠が問われます。

　最期に利用者は申込の確認を求められ、費用が査

定されます。費用は 75 ドルから 125 ドルで、紙での

申込みの場合には別に 25 ドルが求められます。

　申込を受けた CRT では、スタッフが法の定める

要件に合致しているかを査定し、その管轄に合致し、

濫用が認められない場合、利用者に‘紛争告知パッ

ケージ（Dispute Notice package）’を送ります。利

用者はすべての相手方に対し 90 日以内に紛争を告知

する必要があります。この告知を受け取った相手方

は、システムを通じて回答し、CRT による解決を望

まない場合には手続きの中止を求めます。

（3）ファシリテーション

　相手方の回答が提出されると‘ファシリテーショ

ン’という手続きが開始されます。これは訴訟におけ

る事件管理（case management）と類似したもので

すが、当事者は手続きの間中、ファシリテーター（事

件管理者）から非公式な交渉を進めることを勧められ

ます。ファシリテーターとしてはトライビューナルの

メンバーかスタッフが担当します。ファシリテーター

は、請求内容を明確にし、調停を推進し、証拠の交換
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いくつかの問題

a. 裁判の公開との関係

　CRT の手続きはオンラインによるものであり、「開

かれた司法」「裁判の公開」の原則にどのように応え

るのか、という問題があります。その要請としては、

一般の人が裁判手続きに参加すること、判決書を読

めること、裁判資料を閲覧・コピーできることがあ

りますが、CRT では、手続き自体に一般の人が参加

することはできません。ただ審判書にはウェブサイ

トからアクセスでき、データベースにはほとんどの

審判が掲出されるということです。

　トライビューナルのファイルにアクセスすること

については、プライバシーポリシーは手続きの段階

に応じて異なるものとしていますが、インテイクの

段階と共に、示談交渉・ファシリテーションの段階

でもほとんどの記録について当事者とスタッフのみ

がアクセスできるものとしています。さらに、事件

が終結した後にも、解決を目指した当事者のやり取

りの記録にアクセスすることは認めないこととされ

ており、裁判と比べ、より厳しくなっています。審

判自体の手続きの記録には、一般の人もアクセスで

きるとされます。

b. 審判官の問題

　トライビューナルの審判官の資格として、法曹資

格又は法的トレーニングを受けていることは要件で

はありませんが、少額請求事件では契約、不法行為、

資産など、法的争点にかかるものが多く、こうした

事件の判断は裁判とどう異なるのか、という問題も

提起されています。CRT 法は、CRT について‘法と

公正の原則’の適用を明示していますが（法 2 条（1））、
審判官が裁判所と同様に法を適用するものであるか

は不明確です。

c. 代理人の位置

　CRT のウェブサイトでは、“交渉、ファシリテー

ション及びトライビューナルの審判手続きにおいて

あなたを助けるために弁護士又は信頼できる友人や

家族を用いることは歓迎されます。ただ、争いにお

いて話すのはあなた自身であることが重要です ”と

されており、法はこうした人の代理は例外的なもの

と予定して、CRT の許可を要するものとしています。

しかし 2018 年の議会における資料では、全体として

少額事件では申請に対して 70%、階層住宅事件では

を行い、この段階で合意が成立しなかった場合に備え

て、トライビューナルの審判の準備をします。

（4）トライビューナルの審判

　トライビューナルの審判手続きは通常書面でなさ

れますが、認められれば電話やビデオ・カンファレ

ンスによることもできます。

（5）執行とレビュー

　トライビューナルの審判書は裁判所に登録ができ、

裁判所の判決と同様執行できます。

　少額事件では、異議の告知（Notice of Objection）
がなされると、審判の拘束力はなくなり、執行でき

なくなります。トライビューナルは双方の当事者に

完了証明（Certificate of Completion）を発行し、当

事者はこの証明を州裁判所に提出し、少額請求部

の審理のために CRT 請求の告知（Notice of CRT 
Claim）も提出します。これにより手続きは少額裁判

所に移り、審理がなされます。

 CRT の成果

　CRT による手続きが実際に開始されてから 2019
年 1 月までに、CRT は 8,810 件の申込を受け、6,779
件は最終解決をみました。うち審判によったものは

994 件（15%）で、その他は当事者が合意（ファシリテー

ションの中で）したか、要求を取り下げ、あるいは

無効の判決のあったものです。解決エクスプローラー

の利用は、少額請求について 33,145 件、階層住宅に

ついて 20,109 件となっています。審判による最終的

解決が 15% にとどまったことから、CRT は成功して

いるという評価があります。

　2018 年 4 月から 12 月までになされた調査にお

ける利用者の満足度としては、350 人のうち、他の

人に利用を勧めるとした人は 75% で、77% の人は

CRT が提供した情報は紛争の解決に役立ったと強く

同意しています。オンライン・システムについては、

71% が利用しやすかったとしていますが、その割合

は階層住宅の場合 63% にとどまったのに対し、少額

事件では 75% となっています。CRT システムが紛争

の早期解決に実際に役立ったかは不明とされていま

す。満足度が最も低かったのは‘CRT の手続きは理

解しやすかったか’という問いに対するもので、全

体の 69% にとどまりました。
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編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇　東京地裁は安保法制違憲訴訟において違憲判断を回避しましたが、戦争につながる危険を詳細に検討
することは、戦争の放棄を憲法上の大原則とする日本において、司法が避けることのできない課題だと
思われます。今後の展開を注目したいと思います。

◇　刑法犯の減少が続く中で、厳罰化への情緒的な動きも感じられます。刑事司法の公正な運用が、いっ
そうの課題になって来ています。

◇　民事裁判の IT 化への動きが加速化しています。IT 化により、「公正な裁判を受ける権利」「開かれた、
独立の裁判所の裁判を受ける権利」が損なわれることのないよう、より慎重な検討を望みます。

◇　巨大 IT 企業による、地位を利用した違法の疑いのあるビジネスが報道されています。個人の権利と
プライバシーを脅かす動きには特に目を光らせる必要があります。

◇　違法残業を防ぐ措置を怠った労基法違反の罪で2017年 9月に有罪判決を受けた電通が19年 9月
に再度労働基準監督署から違法残業で是正勧告を受けていたことがわかりました。トヨタ、楽天の元社
員の労災認定（パワハラ、上司の暴行が原因）、三菱電機の新入社員への自殺教唆など、日本を代表す
る大企業で、労働者の命を奪う攻撃が続出しています。「働き方改革」などという言葉が空疎に響きます。

◇　大阪高裁は12月 17日、学校法人森友学園への国有地売却額や特約条項の不開示を違法とする判断
を示しました。この問題で隠ぺいと改ざんに終始した政府と財務省に対して、この判断は司法の機能を
示す、貴重なものです。

◇　司法アクセス推進協会へのお問い合わせやご意見は、shihouaccess.suishin@gmail.comにお寄せください。

47% が許可されており、CRT における代理人の位置

は不明確なものになっています。

導入には慎重な検討必要

　報告書により取り上げられたオンライン紛争解決

としては、そのほとんどが少額で比較的簡易なもの

に限定されており、その目的はアクセスが容易で迅

速、経済的な解決を提供しようとするものですが、

最大の問題はやはり IT 機器の操作ができない、また

はうまく使えないという人々の存在です。ある調査

によるとこうした人は全体の 5 分の 1 に上るとされ、

そうした人々にとっては紛争解決のオンライン化は

アクセス上の困難を増加するものになります。また

ブリティッシュ・コロンビア州の経験から示されるよ

うに、オンラインによる紛争解決は、技術的な問題だ

けでなく、裁判の公開、手続きと法律専門家の役割に

ついても、いくつかの重要な課題を投げかけています。

　報告書はイングランド・ウェイルズにおける制度

の整備について、独立した、より慎重な調査・検討

を求めていますが、この調査は日本における司法の

IT 化の推進に当たっても、重要な示唆を提供してい

ます。

（おおいし　てつお　理事）
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